
京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
放
射
性
同
位
元
素
等
取
扱
者
の
教
育
・
訓
練
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
放
射
性
同
位
元
素
等
の
管
理
及
び
利
用
に
つ
い
て
の
助
言
等
を
行
い
、
併

せ
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
環
境
安
全
保
健
機
構
の
行
う
業
務
の
支
援
を
行
う
。

第
二
条

京
都
大
学
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
研
究
を
行
い
、
及
び
本
学
に
お
け
る
環
境
保
全
に
関
す
る
基
礎
教
育
に
協
力
す
る
」
を
「
研
究
を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
環
境
安
全
保
健
機
構
の
行
う
業
務
の
支
援
を
行
う
。

第
三
条

京
都
大
学
低
温
物
質
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
教
育
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
低
温
物
質
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
環
境
安
全
保
健
機
構
の
行
う
業
務
の
支
援
を
行
う
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
研
究
科
の
教
育
へ
の
協
力
）

第
七
条

低
温
物
質
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
理
学
研
究
科
の
教
育
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

京
都
大
学
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
京
都
大
学
人
権
問
題
対
策
委
員
会
」
を
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
等
の
防
止
対
策
等
に
関
す
る
研
究
を
行
い
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
環
境
安
全
保
健
機
構
の
行
う
業
務
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
京
都
大
学
人
権
委

員
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
専
門
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
京
都
大
学
人
権
問
題
対
策
委
員
会
」
を
「
京
都
大
学
人
権
委
員
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
専
門
委
員

会
」
に
改
め
る
。

第
五
条

京
都
大
学
環
境
・
安
全
・
衛
生
委
員
会
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

環
境
安
全
保
健
機
構
長

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条

京
都
大
学
放
射
性
同
位
元
素
等
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
達
示
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
研
究
・
国
際
部
長
」
を
削
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
施
設
・
環
境
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
七
条

京
都
大
学
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
達
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
研
究
・
国
際
部
長
」
を
「
施
設
・
環
境
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


